
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  実地調査以外の調査の再調査                

Ｑ：実地調査以外の調査が改正されたとか。

どのようになったのですか？                                

                                              

Ａ：新たな情報がなくても必要であれば再

調査することができるようになりました。 

【解説】 

実地調査以外の調査とは、申告書の内容に

ついて、納税者に来署してもらい、その内容

を確認する調査などをいいますが、今年度の

改正では、実地調査以外の調査終了後、新た

に得られた情報に照らし非違があると認めら

れるとき以外でも、調査が必要な場合は、再

調査ができるようになりました。 

この取扱いは、平成27年４月１日以後に行

われた調査に適用されます。 

調査手続きをまとめますと、次のようにな

っています。 

 ①再調査の前提となる調査が実地調査の場合

は、新たな情報がない限り再調査は行われ

ない。 

 ②再調査の前提となる実地調査以外の調査が

平成27年４月１日以後に行われた場合は、

新たな情報がなくても調査が必要な場合は、

再調査が行われる。 

 ③再調査の前提となる実地調査以外の調査が

平成27年３月31日までに行われた場合には、

新たな情報がない限り再調査は行われない。 

  なお、再調査が行われる場合には、事前通

知が行われることになっています。 
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